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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月11日(2019.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　神経学的状態検出ユニットであって、
　非一時的メモリ（１ｂ）と、
　前記メモリ（１ｂ）に接続したプロセッサ（１ａ）と、
　前記神経学的状態検出ユニットに接続可能な複数の誘発電極（５ａ，５ｂ）であって、
予め選択された期間内に予め選択された回数のショックを前記複数の誘発電極（５ａ，５
ｂ）を介して患者の身体内に伝送することができる、複数の誘発電極（５ａ，５ｂ）と、
　前記ショックに対する前記患者の身体の両側の反応に関する測定データを前記メモリ（
１ｂ）に記憶できるように、前記メモリ（１ｂ）に通信可能に接続できる複数のセンサ（
３ａ－３ｄ）と、
を備えており、
　前記複数のセンサ（３ａ－３ｄ）は、前記患者への前記複数のセンサの配置を容易にす
るために前記患者の頭部に装着可能なヘッドギアに含められており、
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記測定データを利用することにより、前記身体の
両側が呈すると測定された前記ショックへの応答について振幅を特定する波形及び曲線の
少なくとも一方を生成し、前記身体の左側についての振幅と前記身体の右側についての振
幅との間で、予め選択された閾値と同じ又はこれを超える差分を判定するために振幅どう
しを比較し、前記身体の左側についての振幅と前記身体の右側についての振幅との間の差
分が前記予め選択された閾値と同じ又はこれを超えることを示す、振幅の比較の結果に応
答して、神経学的状態の検出を特定するための通知を生成するように構成されており、
　前記神経学的状態検出ユニットは、救急運搬手段（９）内に配置可能であり、
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記複数の誘発電極（５ａ，５ｂ）及び／又は前記
複数のセンサ（３ａ－３ｄ）が前記患者に不正確に配置されており調整が必要であること
を示す出力を生成するように構成されている、神経学的状態検出ユニット。
【請求項２】
　前記神経学的状態検出ユニットは救急運搬手段（９）内に配置されており、前記複数の
誘発電極（５ａ，５ｂ）は、前記身体の両側に接着取り付けされるように構成されたパッ
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ド（１７）上にあり、
　前記神経学的状態検出ユニットは、
　前記プロセッサ（１ａ）及び前記メモリ（１ｂ）を前記複数のセンサ（３ａ－３ｄ）に
通信可能に接続するように構成された無線トランシーバユニット（１ｃ，１ｆ）と、
　前記複数の誘発電極（５ａ，５ｂ）を介して前記身体に電流を伝送できるように前記複
数の誘発電極（５ａ，５ｂ）に接続された電源（８）と、
を備える、請求項１に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項３】
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記複数の誘発電極（５ａ、５ｂ）が前記患者に不
正確に配置されており調整が必要であることを示す出力を生成するように構成されている
、請求項１に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項４】
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記身体の左側についての振幅と前記身体の右側に
ついての振幅との間の差分が前記予め選択された閾値と同じ又はこれを超えることを示す
振幅の比較の結果からの神経学的状態の検出に応答して検出された卒中状態を治療する設
備が揃った病院の特定を容易にするように構成されており、
　前記救急運搬手段を、卒中状態を治療する設備が揃った特定の病院に経路指定可能であ
る、請求項１に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項５】
　前記神経学的状態検出ユニットは更に、前記患者について心電図感知及び記録を提供す
るように構成されている、請求項１に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項６】
　前記複数のセンサ（３ａ－３ｄ）は、少なくとも１つの皮膚インピーダンスセンサ及び
／又は少なくとも１つの発汗センサを含んでおり、
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記少なくとも１つの皮膚インピーダンスセンサ及
び／又は前記少なくとも１つの発汗センサから受信した測定データに基づいて、前記ショ
ックに対する前記患者の身体の両側の応答に関する測定データを較正するように構成され
ている、請求項１に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項７】
　前記複数のセンサ（３ａ－３ｄ）は、少なくとも１つの発汗センサを含んでおり、
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記少なくとも１つの発汗センサから受信した測定
データに基づいて、前記ショックに対する前記患者の身体の両側の応答に関する測定デー
タを較正するように構成されている、請求項６に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項８】
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記患者の動脈閉塞状態を特定し、前記測定データ
の振幅レベルに基づいて動脈の閉塞の度合いを推定するように構成されている、請求項１
に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項９】
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記神経学的状態検出ユニットの位置と、病院の位
置とを特定するように構成されており、
　前記神経学的状態検出ユニットは、他の最寄りの病院と比較して、神経学的状態の検出
に応答して検出された卒中状態を治療する最も適切な設備が揃った病院の特定を容易にす
るように構成されている、請求項１に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項１０】
　前記神経学的状態検出ユニットは、卒中状態を治療する最も適切な設備が揃っていると
判定された病院に前記救急運搬手段を経路指定するために、卒中状態を治療する最も適切
な設備が揃った病院を特定する警告を生成するように構成されている、請求項９に記載の
神経学的状態検出ユニット。
【請求項１１】
　前記神経学的状態検出ユニットは、位置情報サービス（１１）と通信して、前記神経学
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的状態検出ユニットの位置及び／又は病院の位置を特定するように構成されている、請求
項１０に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項１２】
　前記神経学的状態検出ユニットは、卒中状態を最も適切な設備が揃っている病院を特定
するために少なくとも１つのデータストアを検索するように構成されている、請求項１０
に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項１３】
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記測定データを病院通信装置（１３）に送信して
、前記患者が前記病院通信装置（１３）の病院に搬送されたときに前記患者への治療提供
を容易にするように構成されている、請求項１２に記載の神経学的状態検出ユニット。
【請求項１４】
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記測定データの評価と、前記非一時的メモリ（１
ｂ）に記憶されたアプリケーション（１ｄ）の更新のために、少なくとも１つの通信接続
を介して前記測定データを中央サーバに送信するように構成されている、請求項１に記載
の神経学的状態検出ユニット。
【請求項１５】
　前記神経学的状態検出ユニットは、前記中央サーバと通信して、前記アプリケーション
（１ｄ）が更新されるように前記アプリケーション（１ｄ）のアプリケーション変数を更
新するように構成されており、その後の患者の検査は、前記中央サーバから通信された更
新された評価方法及び更新された変数情報を利用する、請求項１４に記載の神経学的状態
検出ユニット。
【請求項１６】
　神経学的状態を検出する方法であって、
　請求項１に記載の神経学的状態検出ユニットを用意して、輸送及び使用のために前記神
経学的状態検出ユニットを救急運搬手段（９）内に配置する工程と、
　前記複数の誘発電極（５ａ，５ｂ）及び／又は前記複数のセンサ（３ａ－３ｄ）が測定
データの収集について不正確に配置されており調整が必要であることを示す出力を生成す
る工程と、
　前記複数のセンサ（３ａ－３ｄ）及び前記複数の誘発電極（５ａ，５ｂ）を使用して前
記測定データを取得して、前記メモリ（１ｂ）に格納する工程と、
　前記測定データを用いて、前記測定データについて振幅を特定する波形及び曲線の少な
くとも１つを生成し、前記振幅を比較して、前記身体の左側ついての振幅と前記身体の右
側ついての振幅との間の差分が前記予め選択された閾値と同じ又はこれを超えることを判
定する工程と、
　前記身体の左側についての振幅と前記身体の右側についての振幅との間の差分が前記予
め選択された閾値と同じ又はこれを超えることを示す振幅の比較の結果に応答して、神経
学的状態の検出を特定するための通知を生成する工程と、
を含む、神経学的状態を検出する方法。
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